
 
                                            

事 務 連 絡   

令和８年２月３日  

 

各都道府県教育委員会指導事務主管課 

各指定都市教育委員会指導事務主管課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課  

附属学校を置く各国公立大学法人担当課  御中 

小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所管する構造改革特別区域法第12条第１項 

の認定を受けた各地方公共団体担当課 

 

文部科学省初等中等教育局児童生徒課   

 

 

「学びの多様化学校」の設置及び令和９年度以降の「学びの多様化学校」の新規指定、変

更又は廃止に係る申請手続等について 

 

 

文部科学省では、令和５年３月に取りまとめた「誰一人取り残されない学びの保障に向け

た不登校対策（ＣＯＣＯＬＯプラン）」において、学びの多様化学校※の設置を促進するこ

とを示すとともに、同年６月に閣議決定した教育振興基本計画において、不登校児童生徒の

多様な教育機会の確保に向けて、学びの多様化学校の各都道府県・政令指定都市での１校以

上の設置を本計画期間内（令和５年度～令和９年度）において進め、将来的には、学びの多

様化学校への通学を希望する児童生徒が居住地によらずアクセスできるよう、分教室型も含

め、全国で３００校の設置を目指すとしているところです。 

※学校教育法施行規則第56条の規定等に基づき、不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成し

て教育を実施することができる学校 

ついては、学校の管理機関（設置者）におかれましては、不登校児童生徒の多様な学習機

会の確保に向けて、引き続き、設置に向けた積極的な検討をお願いいたします。各都道府県

教育委員会におかれましては、自ら学びの多様化学校を設置するほか、域内の市町村におい

て学びの多様化学校の設置の意向があった場合の相談・支援や、市町村間の連絡・調整など

域内全体の不登校児童生徒を支援できるよう、広域の地方公共団体として積極的な役割を果

たしていただきますようお願いいたします。 

その上で、令和９年度における新規指定、変更又は廃止（以下「新規指定等」という。）

に係る申請を受け付けますので、希望する学校の管理機関（設置者）は別紙に基づき各期日

までに登録フォームへの入力及び申請書等の提出をお願いします。 

また、令和１０年度以降の開校を予定又は検討している学校の管理機関（設置者）におか



 
                                            

れましても同様に別紙に基づき登録フォームへの入力をお願いします。 

また、令和９年度を含め今後開校等を予定又は検討している学校の管理機関（設置者）向

けのオンライン説明会を下記のとおり実施しますので、説明会への参加を希望される場合は

別紙に基づき登録フォームに必要事項を入力する際にその旨を回答くださるようお願いしま

す。 

なお、今回の登録の結果、域内において、令和１０年度までに学びの多様化学校の設置（予

定又は検討を含む）がない都道府県・政令指定都市教育委員会につきましては、今後、文部

科学省より、個別に、各教育委員会における状況についてお伺いする機会を設けさせていた

だくことを予定しております。詳細は、追ってご連絡いたします。 

各都道府県教育委員会におかれましては域内の市区町村（指定都市を除く。）教育委員会

に対し、各都道府県私立学校主管課及び構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）第12条

第１項の認定を受けた地方公共団体担当課におかれましては所轄の学校法人等及び新たに学

びの多様化学校の設置を予定又は検討している者に対して、このことを周知くださるようお

願いします。 

 

記 

 

１．日 時：令和８年２月２７日（金）１１時～ 

 

２．ＵＲＬ：登録フォームに入力されたメールアドレスに追って送付 

 

３．内 容：（１）学びの多様化学校の制度概要 

（２）「実施計画書及び特別の教育課程の編成に関する資料」作成上の留意点 

（３）その他 

 

【添付書類】 

（別紙）１ 令和９年度以降の「学びの多様化学校」の新規指定・変更・廃止に係る登録フ

ォームへの入力について 

２ 令和９年度の「学びの多様化学校」の新規指定・変更・廃止に係る申請手続に 

ついて 

 

 

 
【本件担当】            

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

生徒指導室生徒指導第一係 

電話 03-5253-4111（内線3299） 

E-mail s-sidou1@mext.go.jp  

mailto:s-sidou1@mext.go.jp

